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本稿の目的は, 日本の安全保障にとって台湾がどのような意味を持っ

ていたのか歴史的に検討するとともに, 今世紀になって国際秩序が大き

く変動しようとしている中にあって, 今後の日本・台湾関係を展望する
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ことにある｡ とくに, 台湾においては����年に台湾独立を掲げる民進党

政権が復活し, ����年には米国でトランプ大統領が登場した｡ 中国が力

による国際秩序の現状変更を試みようとしている現在, アジア情勢は不

透明さが増大している｡ 日本の安全保障にとって大きな意味を持つ台湾

の問題を考察することは, 日本の安全保障政策にとって重要と考えられ

るからである｡

最初に, 日本の安全保障にとって台湾が持つ意味を確認しておきたい｡

台湾の日本の安全保障にとっての重要性は, 何と言っても地理的位置,

すなわち地政学的な意味が指摘されなければならない｡ すなわち, 台湾

は東シナ海と南シナ海の結節点にあたり, 日本のシーレーンに近接した

位置にある｡ 台湾が日本にとって敵対的な存在となれば, 日本のシーレー

ンにきわめて大きな脅威となるわけである｡

また, 日本人の意識では, 東シナ海と南シナ海は別の地域として見ら

れているが, 台湾からすれば両方とも自らが係る地域である｡ じつは南

シナ海と東シナ海の情勢は連動しており, 個別に考えるべきではない｡

そうした視点を得るためにも, 台湾との関係は重要である｡

かつて山縣有朋は日本の防衛のためには主権線だけでなく利益線の維

持が必要であると主張した
(１)

｡ 日本の最西端の与那国島から���キロで,

シーレーンにとっても重要な位置にある台湾は, 日本にとってまさに

｢利益線｣ である｡ 明治期には朝鮮半島が利益線と位置付けられ, 最終

的には併合に至るような強引な施策が行われた｡ 幸い, 台湾は日本と親

密な関係を維持しており, 今後もその関係を継続するだけではなく, 一

層関係を深めていくことが必要であろう｡

では本論に入る｡ まず冷戦期, 次いで冷戦終了後の日本の安全保障政
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(１) ｢主権線｣ と ｢利益線｣ は山縣が第一議会において使った用語である｡
ただし, この考え方自体は日本に特有というわけではない｡ 旧ソ連時代の
東欧やイギリスにとってのベネルクス地域などはこれに該当する｡ 現在の
中国にとっての北朝鮮も同様であろう｡



策における台湾の位置を検討する｡ 冷戦期において, 日本と台湾の関係

は����年に政治的な国家間関係が立たれ, 経済的・文化的関係は継続す

ることになった｡ 台湾に代わって中華人民共和国と国交が持たれること

になったわけだが, 台湾の戦略的な重要性がなくなったわけではない｡

����年以降は台湾と中国との関係が安定的に維持されること, すなわち

現状維持が目標となっていくのである｡

冷戦終了後, ��年代半ばには台湾と中国の関係が一時緊張する｡ 現状

が変わる可能性が生じたわけである｡ 最終的な危機は回避されたが, 台

湾と中国との関係は一定の緊張を持ちつつ進み, 日本もこの問題にかか

わっていくことになる｡

最後の第三章で現状と今後を考察するが, 第二章で生じた状況が今後

不安定化する可能性が生じていること, 日本も新たな視点が必要になっ

ていることを論じたい｡

１, 冷戦期の台湾

１. １ 台湾条項の意味

����年��月, 佐藤栄作首相とニクソン大統領の首脳会談後に発表され

た ｢日米共同宣言｣ には以下の文言が記載されている｡ ｢台湾条項｣ と

して知られるものである｡

｢４. 総理大臣と大統領は, 特に, 朝鮮半島に依然として緊張状態が

存在することに注目した｡ 総理大臣は, 朝鮮半島の平和維持のための国

際連合の努力を高く評価し, 韓国の安全は日本自身の安全にとつて緊要

であると述べた｡ 総理大臣と大統領は, 中共がその対外関係においてよ

り協調的かつ建設的な態度をとるよう期待する点において双方一致して

いることを認めた｡ 大統領は, 米国の中華民国に対する条約上の義務に

言及し, 米国はこれを遵守するものであると述べた｡ 総理大臣は, 台湾
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地域における平和と安全の維持も日本の安全にとつてきわめて重要な要

素であると述べた｡ 大統領は, ヴィエトナム問題の平和的かつ正当な解

決のための米国の誠意ある努力を説明した｡ 総理大臣と大統領は, ヴィ

エトナム戦争が沖繩の施政権が日本に返還されるまでに終結しているこ

とを強く希望する旨を明らかにした｡ これに関連して, 両者は, 万一ヴィ

エトナムにおける平和が沖繩返還予定時に至るも実現していない場合に

は, 両国政府は, 南ヴィエトナム人民が外部からの干渉を受けずにその

政治的将来を決定する機会を確保するための米国の努力に影響を及ぼす

ことなく沖繩の返還が実現されるように, そのときの情勢に照らして十

分協議することに意見の一致をみた｡ 総理大臣は, 日本としてはインド

シナ地域の安定のため果たしうる役割を探求している旨を述べた｡ (下

線部, 引用者)｣

佐藤首相は自民党の中でも兄の岸信介同様, 親台湾派として知られ,

��年９月には首相として台湾を訪問している
(２)

｡ その佐藤だから台湾と日

本の安全保障を直接結び付ける ｢台湾条項｣ に踏み込んだわけだが, し

かしこのときの日米首脳会談の中心的議題は ｢沖縄返還｣ と ｢繊維問題｣

であり, 佐藤の関心もそれに集中していた
(３)

｡ 実際, ベトナム戦争により

疲弊し, アジアの安全保障への関与を少なくしたい米国は, 経済成長が

著しい日本に応分の負担を求めており, それはニクソンの前任であるジョ

ンソン大統領時代からの要請であった｡ たとえば��年��月の佐藤・ジョ

ンソン会談において, 次のようにジョンソンから佐藤に対して, 日本が

アジア地域の防衛について積極的役割を果たすことを求めていた
(４)

｡
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(２) 松本博一 ｢日中国交正常化｣ 『戦後日本外交史 ２巻 動き出した日本
外交』 (石丸和人, 松本博一, 山本剛士著) (三省堂, ����年) ���～���頁｡

(３) 首脳会談が行われた時期の佐藤の日記中にも沖縄問題と繊維問題に関す
る記述は頻出するが, 台湾問題は登場しない｡ 『佐藤栄作日記 第三巻』
(朝日新聞社, ����年) 	�
～	�
頁参照｡

(４) 以下の議事録は, ｢佐藤総理・ジョンソン大統領会談録 (第一回会談)



｢大統領 (略) われわれは, 日本から ����������	
����	��

の防衛を引き受けるとの	

��があれば歓迎する｡ われわれは欧州で疲

れている｡ 朝鮮, ベトナムでも戦った｡ 米国民はその責任から���	��

するのを歓迎するであろう｡ 他国も強くなってきており, 防衛責任を引

き受けるのを歓迎する｡ 議会方面では, 欧州, アジアから������せ

よとの気持ちが強い｡ 日本, ドイツが責任を分担せよとの気持ちも強い｡

われわれはこの問題を真剣に考慮するであろう｡ マクナマラが何をなし

うるかを自分に具申するであろう｡｣

ジョンソンが述べた ｢����������	
����	��｣ はアジアを指し

ていると考えていいだろう｡ ただし, ここで述べられている防衛責任が

具体的にどのような内容を意味するのかはこれだけでは定かではない｡

しかし, 何らかの形でアジア地域の防衛問題に日本が積極的に関与する

ことが期待されているということは明らかである｡ これに対して佐藤は,

ジョンソンの防衛責任分担要請に直接の返答は避け, 日本の安全保障問

題に話をすり替えて次のように応えている｡

｢総理 沖縄, 小笠原より全体の安全保障体制はもっと大切である｡

日本は核能力を持っていない｡ そこで, 米国の核の傘の下に安全を保障

されている｡ 長期にわたる日本の安全保障がどういう形をとるかは研究

する｡ 現在の安全保障の取決めが長く続くことは絶対必要である｡ こう

いう基本的な考えの下に, 沖縄, 小笠原返還までに, 軍事基地, その他

の問題で何ができるか国民を教育することを考えている｡｣

こうした米国の要請は, ニクソン大統領就任後に一層強まり, それが
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外務省記録｣, 『楠田實日記 佐藤栄作総理首席秘書官の二〇〇〇日』
(和田純編・校訂, 五百旗頭真編・解題, 中央公論新社, ����年) ���～���

頁に収録｡



｢グアム・ドクトリン｣ として明確化されたことはよく知られている｡

この ｢台湾条項｣ にしても, そういった米国の要請にこたえて記載され

たものであった
(５)

｡

しかし, 現実に日本が台湾に関してどのような貢献ができるかという

と, かなり限定的であった｡ 当時は軍事的手段は考慮されておらず, 経

済支援や国連での代表権問題への協力が, 日本としてできる最大限であっ

たといってよいだろう｡ 台湾が日本の安全保障にとって, 当時は重要で

はなかったわけでは決してない｡ 徹底した非軍事を基調とする戦後平和

主義が定着し, 自衛隊へのあからさまな差別ともいえる活動さえ革新自

治体等で行われていた時代であり, 軍事的な活動は政治的選択肢として

あり得なかった｡ 沖縄返還という, 佐藤にとって最大の政治目標を実現

するための手段として ｢台湾条項｣ が使われたに過ぎない｡ 台湾防衛は

米国の責任と認識されており, また文化大革命で混乱し, ソ連との国境

紛争に力を注いでいる中華人民共和国が, 台湾に対して直接的な武力行

使を行う状況ではなかったことも, 佐藤が ｢台湾条項｣ を認めた背景に

あると考えられる｡

１. ２ 日中共同宣言と台湾との断交

日本と台湾の関係が根本的に変化したのは, いうまでもなく����年９

月の日中国交正常化以降である
(６)

｡ これによって日本は中華民国 (台湾)

との政治的に断交し, 以後は経済・文化面での交流が基本になる｡ 日本

の中国との国交正常化は, 米国と中国の関係改善を追いかけたものだが,

国交正常化自体は米国よりも早かった｡ その点に対する批判もあるが,
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(５) この間の経緯については, 拙著, 『戦後日本の防衛と政治』 (吉川弘文館,
����年) ���～���頁を参照されたい｡

(６) 日中国交正常化に至る外交に関する研究は多く関与した外交官の回顧
(オーラルヒストリーも含む) も複数刊行されている｡



基本的には台湾との関係の在り方, すなわち台湾の存立にどの程度の責

任を有しているかの差であろう
(７)

｡

日本はこれ以降, ｢中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であ

ることを承認｣ し, ｢台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であ

る｣ という ｢中華人民共和国政府の立場を十分理解し, 尊重し
(８)

｣ ていく

ことになる｡ ここで重要な点は, 台湾とは政治的関係は断絶したものの,

安全保障問題に関しては, 基本的に現状維持であったことである｡

すなわち, 当時中国は対ソ戦略上, 日米安保関係の維持のみならず日

本の防衛力増強を求めていた｡ 文化大革命の混乱を脱して, �小平の指

導の下で改革開放政策に乗り出していこうとする��年代の中国に, せっ

かく関係改善がなしとげられた米国との対立要因となる台湾進攻を考え

ることは現実的ではなかった考えられる｡ したがって, 台湾防衛に関し

ては台湾関係法という国内法で担保した米国が基本的責任を担い, 日本

は経済的な関係を維持することで台湾の経済発展を間接的に支援すると

いう構図に基本的変化はなかったとのである｡ 無論これは, 日本が台湾

の安全保障に果しえる役割が小さいという, 当時の安全保障問題に限定

した構図である
(９)

｡ 政治的断交が日台関係に及ぼした広範な影響は別に論

じられるべきである｡

ただし, 日米安全保障関係における日米協力の在り方に変化が生じた

��年代において, 台湾の安全保障に関係した日本の役割にも多少の変化

があったことも指摘しておくべきであろう｡ それは����年に日米両政府

で合意された ｢日米防衛協力の指針 (ガイドライン)｣ によるものであ

る｡ 詳述する紙幅はないので要点のみ述べるが
(��)

, 海上自衛隊と米海軍と
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(７) 台湾との関係を含めた戦後の米中関係に関する研究も数多く刊行されて
いる｡ 最近の代表的なものとして, 佐橋亮 『共存の模索 アメリカと
｢一つの中国｣ の冷戦史』 (勁草書房, ����年) を挙げておく｡

(８) ｢日中共同宣言｣ ����年９月
(９) 後述する台湾と沖縄の関係でも, 台湾との公的な関係の遮断は, とくに
八重山地域の住民には大きな影響を与えている｡



の協力については, 単に本土防衛にとどまるものではなく, ����と言

われる海上交通線の保護を目指すものとして理解されていた｡ ガイドラ

インの該当英文は次のようになっている｡

｢(�) ��	
�
���	��
����

����	
�
�����������	�(����) ���������� !
��

"�
��� ����#����	
�
���	��
�����	���������#		�#���


�$!��	�������	����
�������
��������#�
���
���｣

(下線部, 引用者)
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(%&) 前掲, 拙著 『戦後日本の防衛と政治』 第三章第二節参照｡

図１ 日本のシーレーン防衛概念図 (出典：大賀良平 『シーレーンの秘密

米ソ戦略のはざまで』 (潮文社, 1983年) 183頁｡)

※大賀良平はガイドライン成立時の海上幕僚長｡
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図２ 従来議論されていた ｢航路帯防衛構想｣ の概念図
(出典：海原治 『私の国防白書』 時事通信社, 1975年) 132頁｡



下線部で書かれている ｢����������	�
�����	
���������
	�

��	�
�｣ の ｢���	
���������
	��	�
｣ とは, 単なる航路帯防衛

ではなかった｡ 海洋国家の必要物資補給のためのルートを確保するとい

う意味にとどまらず, より戦略的な概念であった
(��)

｡ そもそもこれはマハ

ンの著作にもしばしば登場する軍事用語で, 艦隊または前方の基地に対

する兵站線という意味で使われていた
(��)

｡ ����を保護する任務を担うと

いうことは, 字義通り解釈すれば, 米国海軍の行う軍事物資補給行動に

対しても保護・協力することを意味するのである｡ たとえば, ガイドラ

イン策定時に海上幕僚長を務めた大賀良平はシーレーン防衛が����

であることを説明した上で, ｢同盟国アメリカとは, 宏大な太平洋を介

して結ばれ, その兵力の前進展開が必要であり, 日本の生存と軍事戦略

上のシーレーンの確保が日本の防衛上死活的な意義を持つ
(��)

｣ (下線部,

引用者) と述べている｡ また, 別のところでは, ����海里というのが自

衛艦の２日間の行動距離であり格別広いという感覚はないこと, そして

｢『海上における優勢の維持』 と 『シー・レーンの安全の確保』 という二

つの使命がかつての制海権に代わる概念であり, 海軍の達成すべき目標

となった
(��)

｣ と述べているのである｡

つまり, 海上自衛隊は従来語られていた航路帯 (図２参照) のような

シーレーンではなく, 面的な広がりを持つ海域の防衛を担うことになり,

そこには当然台湾も含まれるのである (図１参照)｡ ただし, ここで注

意しておかねばならないのは, 第二次冷戦ともいわれた当時の情勢のな

かで, 日米の眼はあくまでソ連に向けられており, 海上自衛隊の役割も
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(��) 中馬清福 『再軍備の政治学』 (����年, 知識社) ���～���頁｡
(��) アルフレッド・マハン著・北村謙一訳 『海上権力史論』 (原書房, ��年)
８頁の訳者解説参照｡

(��) 大賀良平 『シーレーンの秘密 米ソ戦略のはざまで』 (潮文社, ��年)
���頁｡

(��) 大賀良平 ｢混迷する 『シーレーン』 防衛論議｣ 『戦略研究シリーズ ���
７. ����年９月』 ( 『防衛年鑑八三年度版』 所収) ���頁｡



ソ連海軍に対応したものだったことである｡ したがって台湾防衛には大

きな比重は与えられていなかった｡ 日本の安全保障問題と台湾の関係が

本格的な議論になるのは, 冷戦終了後の��年に入ってからであった｡

２, 冷戦終了後の台湾と日本の安保政策

２. １ 台湾海峡危機とガイドライン

冷戦終了によって日米安保体制を基軸とする日本の安全保障政策全体

を見直す気運が生じた｡ ヨーロッパを中心に ｢平和の配当｣ の掛け声と

ともに軍縮への期待が生じ, 何よりも最大の ｢仮想敵｣ であったソ連の

崩壊も続いたことで, 日米安保条約の役割を再検討する必要が生じたわ

けである｡ しかし, 冷戦終了がただちに国際的な平和に結びつかなかっ

たのは周知のとおりである｡ 逆に, アジアにおいては一層緊張がたかま

る情勢が続いた｡ ��年代前半の北朝鮮による核開発問題と, 台湾海峡危

機と言われる事態である｡ 日本は日米安保体制をさらに強化することで

こういった事態への対応を迫られるようになった｡ その象徴的な事例が

��年の日米安保共同宣言および ｢防衛計画の大綱｣ そして��年日米両政

府が合意した ｢日米防衛協力の指針 (ガイドライン)｣ であった｡

��年の日米安保共同宣言および ｢防衛計画の大綱｣ は, 東アジア情勢

の緊迫化を背景に, 日米安保体制を国際秩序維持のための ｢公共財｣ と

位置づけ, 日米協力を一層強化しようという合意であった｡ すなわち,

北朝鮮の核開発問題に関して, 軍事攻撃を検討した米国から日米安保条

約に基づく協力を求められたものの, 法的未整備などを理由に日本は対

応できなかった｡ ��年に起こった湾岸危機において, 人的支援が実現で

きずに ｢湾岸のトラウマ｣ といわれる後遺症を残していた日本にとって,

日米安保体制の不安定化を招きかねない事態でもあったのである｡ 本土

防衛問題に限定していた日米防衛協力が, 日本以外の地域に関する問題

でも対応することが必要になったわけである｡ こうした変化は, ��年体
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制の崩壊によって政界再編が行われていた時期でもあり, ��年体制下に

おける防衛論のタブーは大幅に緩和されていた｡ 非武装中立を唱えてい

た社会党の代表が首相となり, ｢自衛隊は合憲｣ と国会で答弁する事態

となっていたことから可能になったのである｡

さらに, 前述の��年のガイドラインは, 日米安保条約第５条の日本本

土防衛に関するものであった｡ すなわち, 日本本土が攻撃された場合に

おける日米両国の防衛協力の在り方についてが対象であった｡ いうまで

もなく日米安保条約は第６条に ｢極東条項｣ が規定されており, 日本に

駐留する米軍は ｢極東の平和と安全｣ のために行動することが認められ

ていた｡ 朝鮮半島と台湾は, 当然その範囲にあるものと考えられており,

米国は��年の時点で６条事態に対応した日米防衛協力を求めていた｡ し

かし, 当時の政治情勢下では日本以外の地域に関する防衛協力は著しく

困難であり, ５条事態にとどめられていたわけである
(��)

｡

しかし��年の日米安保共同宣言および ｢防衛計画の大綱｣ を受けて,

��年のガイドラインは６条事態に対応した日米防衛協力を対象としたも

のになった｡ ただし, 地理的色彩が強い ｢極東条項｣ という文言ではな

く, ｢周辺事態｣ という概念が導入された｡ こういった日米協力の強化

および日本の役割増大について, 台湾海峡危機がもたらした影響はきわ

めて大きかったのである｡

２. ２ 李登輝政権後の台湾と日本

陳水扁政権から馬英九政権時代は中国との関係をめぐって, 米台中の

間で混乱や緊張が生じた時期でもあった
(��)

｡ これは李登輝政権時代から

｢台湾独立｣ 問題が浮上し, ｢一つの中国｣ をめぐる米台中間の認識や政
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(��) 前掲, 拙著 『戦後日本の防衛と政治』 第三章第二節参照｡
(��) 馬英九政権成立時における日本と台湾の関係については, 池田維 『日本
・台湾・中国 築けるか 新たな構図』 (産経新聞出版, �	�	年) 参照｡



策にかかわる問題がしばしば現れたことに起因している｡ これは台湾の

国際的位置に関する問題でもあり, きわめて重要な点であるが, 日本の

安全保障政策と台湾の関係を対象とする小論において多くの紙幅を割く

ことはできないので, 別の問題に転じたい｡ それはまさにこの時期に,

中国の ｢軍事的脅威｣ も顕在化してきたということである｡

中国は経済発展に伴い軍備を増強していたが, ��年代に入って軍備の

近代化を加速させた｡ とくに��年の台湾海峡危機に際し, 米国が空母２

隻によるタスクフォースを派遣し, そのプレゼンスによって行動を抑制

させられたことから, 海空軍の増強と近代化に一層力を入れたと言われ

ている
(��)

｡ 中国軍の増強は��世紀に入ってとくに顕著であり, 中国と台湾

の軍事バランスは大きく変化することになった｡ 中国海軍は第一列島線

だけでなく第二列島線におよぶ広範な海域での作戦行動を行っており,

空軍の近代化は米国の海空軍にとっても一定の脅威となりつつある｡ さ

らに, 胡錦涛政権時代の����年３月には台湾の独立阻止を目的としたと

考えられる ｢反分裂国家法｣ が定められた｡
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(��) 中国の軍事力増強に関する研究は近年, 数多く発表されている｡ 日本の
研究者でも平松茂雄や茅原郁夫など, ｢中国の脅威｣ が喧伝される以前か
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 * �"���������, 太田文雄・吉田真 『中国の海洋戦略
にどう対処すべきか』 (芙蓉書房出版, ����年), 防衛システム研究所 『尖
閣諸島が危ない』 (内外出版, ����年増補版), 茅原郁生・美根慶樹 『��世
紀の中国 軍事外交篇 軍事大国化する中国の現状と戦略』 (朝日新聞
出版, ����年), 防衛省防衛研究所編 『中国安全保障レポート����』 (防衛
省防衛研究所, ����年), 江口博保・浅野亮・吉田暁路 『肥大化する中国
軍―増大する軍事費から見た戦力整備』 (晃洋書房, ����年), 森本敏編著
『0海洋国家1中国にニッポンはどう立ち向かうか』 (日本実業出版社, ����
年), さらに毎年防衛研究所が刊行する 『中国安全保障レポート』 参照｡



こうした中国の動きに対し, 日米両政府は����年の２＋２合意で,

｢中国が地域及び世界において責任ある建設的な役割を果たすことを歓

迎し, 中国との協力関係を発展させる｣ という文言のみならず, ｢台湾

海峡を巡る問題の対話を通じた平和的解決を促す｣, さらに ｢中国が軍

事分野における透明性を高めるよう促す｡｣ という文言が入った
(��)

｡

台湾も軍事改革を進める一方
(��)

, 日本独自の防衛政策という点で見ても,

����年に決定された ｢防衛計画の大綱｣ において, ｢中国の脅威｣ を認

識して南西諸島方面の防衛力強化を打ち出した｡ この流れは����年の

｢防衛大綱｣ でも一層強化されることになった｡ すなわち, 中国の活動

が活発化する以前においては, 多くの島嶼から形成される南西諸島には

在日米軍は多く展開している一方で, 自衛隊は沖縄本島に陸上自衛隊第

１混成団や航空機を中心とした海空自衛隊が置かれているのみで, 宮古・

八重山地域には, 宮古島に航空自衛隊のレーダー基地がある程度であっ

た｡ 多数の島々からなる地域が ｢防衛空白地帯｣ となっていたわけであ

る｡ 前述のように����年度の防衛大綱で南西諸島方面防衛力強化方針が

示され, ����年の政権交代後に策定された����年の防衛大綱では, ｢自

衛隊配備の空白地域となっている島嶼部について, 必要最小限の部隊を

新たに配置するとともに, 部隊が活動を行う際の拠点, 機動力, 輸送能

力及び実効的な対処能力を整備することにより, 島嶼部への攻撃に対す

る対応や周辺海空域の安全確保に関する能力を強化する｣ と, 島嶼防衛

の強化がうたわれることになった｡

その具体的施策として, 陸上自衛隊第１混成団が約	��名増強されて

第��旅団に昇格し, 今まで自衛隊基地がなかった日本最西端の島, 与那
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(��) ｢日米安全保障協議委員会 共同発表｣ (����年２月��日, ワシントン)

�����������������������������������
��
��������������������｡
����年２月４日アクセス｡

(��) 台湾の軍事改革については, ������ ������������!
��"��#���
���, #$%&$'()* + ') , +-,�, ,���"����, ���.�安田淳･門間
理良編著 『台湾をめぐる安全保障』 (慶應義塾大学出版会, ���.年) 参照｡



国島に陸上自衛隊の沿岸監視部隊と航空自衛隊移動警戒管制レーダーが

����年３月から展開している｡ 現在では石垣島と宮古島にも部隊配備に

向けた地元との調整が行われており, そう遠くない時期に実戦部隊の配

備が行われる見通しである｡ こうした中国の軍事的脅威への対抗を基本

方針とした防衛政策は現在も続いており, むしろ強化されていると言っ

ていい｡ ����年��月に政権復帰した自民党の安倍政権において策定され

た ｢国家安全保障基本戦略｣ にもそれは明確に示されている｡

こうした南西諸島防衛力強化は, 尖閣諸島領有権問題で圧力を強めて

いる中国に対する具体的な対応であることはもちろんだが, それのみに

とどまらない｡ たとえば前述の与那国島自衛隊配備問題を見ていくと,

配備された部隊は監視部隊であり実戦部隊ではないが, 日米同盟強化に

も資するものとして, 台湾をめぐる安全保障問題にも対応することが検

討されているようである｡ すなわち, 台湾から���キロという至近にあ

る与那国島に自衛隊基地が配備されたことによって, 自衛隊基地の共同

運用という形で米軍も展開可能になるのである
(��)

｡

３, 国際秩序変動と日米台関係

３. １ 米台新政権成立と東アジア

����年は, 台湾と米国に新しい政権が成立したという意味で重要な年
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(��) たとえば, ����年に県の自粛要請, 町の中止要請を振り切る形で米海軍
掃海艇の与那国祖納港入港が実施された｡ ｢琉球新報｣ ����年９月��日記
事によればウィキリークスによる情報として, ｢公電でメア氏は ｢寄港は
戦略上重要だった｣ とし, 祖納港を ｢掃海艦が安全に接岸できるほど (水
深が) 深く, 類似の掃海艦４隻を１度に収容できる｣ と評価｡ また同港近
くに与那国空港が立地している点を挙げ, ｢与那国空港を利用し,ヘリコプ
ターを掃海艦支援に使えば, 台湾に最も近い日本の前線領土として対機雷
作戦の拠点になり得る｣ とした｣ という｡ 与那国町は台湾東部の華蓮市と
姉妹都市であるが, 花蓮市は台湾空軍の基地も置かれている要衝である｡



であった (米国のトランプ大統領の就任は����年１月)｡ 台湾において

は国民党から民進党へ, 米国においては民主党から共和党へと, 政権与

党の枠組みが変わったということにとどまらず, 中国との関係において

前政権とは異なる方針を持っていることから, アジア地域の今後の安全

保障情勢が変化する可能性も考えられる｡ 台湾では新政権発足から１年

未満, 米国では発足したばかりであり, 具体的な検討材料は多くはない

ので, それぞれの新政権と安全保障問題の関係について, 今後の可能性

を中心に見ていきたい｡ まず台湾からである｡

台湾において民進党・蔡英文政権が誕生した背景には, 明らかに国民

党・馬英九政権時代の対中接近への反発がある｡ 馬政権の前の陳水扁政

権時代から台湾と中国の経済関係は緊密になっており, 台湾経済の発展

ためには中国との結びつきが重要であることは, 多くの人々は認識して

いる｡ しかし, ｢台湾意識｣ の高揚や, 中台関係の緊密化の一方で経済

的なメリットを多くの人々が感じることができなかった｡ また, 香港で

の ｢一国二制度｣ の実態が明らかになるにつれて中国に飲み込まれるこ

とに対する, とくに若い人々の不安が政権交代に結びついたと言われて

いる (図３参照)｡

蔡英文政権は中国との距離を図りつつ, 台湾の経済発展を促進すると

いう難しい外交手腕が期待されている｡ しかし, 中国経済自体, 停滞期

に入ってきたと分析する中国専門家は多い
(��)

｡ その点で, 中国の今後につ

いても不透明感が増している｡ 経済の停滞は中国共産党の統治そのもの

にも影響してくる｡ 習近平は独裁的な権限を強めているが, それは中国

政治経済を改革する必要に迫られているからでもあり, 政権の不安定性

も指摘されている
(��)

｡ 人民解放軍の動向も今後は不透明である｡ つまり,
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(��) たとえば津上俊哉 『中国停滞の核心』 (文春新書, ����年) 参照｡
(��) ����年は中国共産党大会が予定され, 習近平総書記は再任される予定と
いわれている｡ しかし内政外交の不安定さが露呈した場合, 習が進める腐
敗防止キャンペーンをはじめとする諸改革への反発も相まって, 共産党内



政治が完全にコントロールできているかよくわからないということである｡

内政の不安定は, 対外的に強硬な姿勢に出る可能性も高める｡ 国内の

不安を外に向け, ナショナリズムを高揚させて国内的な統一感を作り出

すためである｡ ただ, そういった行動は中国の国際的な孤立を招くこと

にもつながりかねない｡ 中国の混乱はアジア全体に影響を及ぼすことに

なるが, 今後の動向は不透明である｡ 日本もそうであるが, 台湾も中国

に無用な干渉の口実を与えない, 賢い外交が必要である｡ そのためにも

日本と台湾の一層の連携協力が必要である｡

米国におけるトランプ新政権の成立とその動向は, 従来の東アジア国

際秩序に不安定性をもたらしている｡ 多くの研究者やジャーナリズムが

すでに指摘しているので詳述はしないが, 日米台中の関係だけで見ても,
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の権力抗争が激化する危険性もある｡

図３ 台湾住民意識調査：出典：国立政治大学HPより作成した外務省資料

(｢最近の日台関係と台湾事情｣ 外務省中国・モンゴル第一課・第二課, 2014年４月)
から再引



大統領就任前の ｢ 『一つの中国』 見直し発言｣, 対中強硬派として知ら

れる人物の政権入りなど
(��)

, 対ロシア政策とは対照的に中国に対して強硬

な姿勢が見える｡

トランプ大統領の姿勢は明確な敵を作ることで自己の陣営を強化する

ものであり, 政治の基本は ｢友敵関係｣ と認識しているように見える｡

しかしこれは政治の多様な側面, たとえば価値の分配や社会的利害の調

整といった側面がなおざりにされ, ビジネス的な ｢ディール｣ の発想で

相手に迫るものとも考えられる｡ こういった手法は摩擦を必要以上にき

くし, 危険なものである
(��)

｡ とくに ｢一つの中国｣ 問題など, 中国が ｢核

心的利益｣ と述べているものは妥協の余地が極めて小さく, 安易な言動

はいたずらにアジア地域の不安定さを増幅させる恐れがある｡ その影響

が及ぶのが台湾であり日本である｡ 現在, 中国政府は米国新政権に対し

ては, なるべく静観の姿勢のように見えるが, 今後の米国の動向によっ

ては予断を許さない事態が生じる恐れもある｡ 台湾と日本は, この面で

も一層の連携と協力が必要である｡
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(��) 主要な人物として, 国家通商会議議長に就任したピーター・ナヴァロ,
通商代表部代表に指名されたロバート・ライトハイザー, そしてトランプ
大統領に強い影響力を持つと言われているスティーブン・バノン大統領上
級顧問はすべて反中として知られている｡

(��) ｢友敵関係｣ という政治概念はいうまでもなくドイツのカール・シュミ
ットによるものである｡ これは����年代にシュミットが発表したものだが,
イデオロギー的な対立の時代を分析するものとして一定の有効性はもつもの
の, のちにシュミットがナチスのイデオローグになったように, ｢排除の
論理｣ に結びつきやすく, 政治を ｢友敵関係｣ を基本に考えるのは危険で
ある｡ 近年, 意図的に ｢敵｣ をつくる政治手法が内政外交でも多数みられる
のは懸念される｡ カール・シュミット 『政治的なものの概念』 (田中浩・原
田武雄訳, 未来社, ����年) および 『パルチザンの理論 政治的なものの
概念についての中間所見』 (新田邦夫訳, ちくま学芸文庫, ���	年) 参照｡



３. ２ 日台協力の可能性

これまで述べてきたように, 台湾と日本の連携協力の必要性は増大し

ている｡ 前述のような自衛隊の南西諸島配備など, 台湾の安全保障問題

も関係する施策は徐々に行われつつある｡ ただし, あからさまな日台連

携は中国の反発を招くこともまた必至であり, 注意深く行う必要性があ

る｡ そこでまず考えられるのが以下の２点である｡

まず, 台湾との経済面での連携強化である｡ 大陸経済との結びつきの

緩和のためにも, 一層の日台経済連携が必要である｡ 台湾経済の安定化

は, 台湾が中国に接近したり, あるいは逆に独立を急速に志向すること

を抑制することにつながる｡ 経済連携の強化が安定した安全保障環境の

維持にもつながるということである｡ 日台経済連携については台湾との

���交渉や, 東アジア地域包括的経済連携 (����) への対応など,

様々な方策が考えられる
(	
)

｡
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(	
) たとえば松田康博東大教授は ｢中国との安定した関係を維持しながら台
湾との関係強化を図ることが可能な, 日台経済関係の緊密化を進めるべき
なのです｡ 具体的に言うと, いわゆる日台間の ｢自由貿易協定｣ (���)
の締結です｡ 台湾はすでに環太平洋パートナーシップ協定 (���) への
参加を表明しており, 日本はアメリカとともに台湾の参加支持を表明して
います｡ しかし, 多国間交渉は時間がかかる上, 中国が日米以外の国に影
響力を行使して, 台湾の参加を阻止することも可能です｡ 台湾は, これま
でも中国の牽制を受け, 新たな自由貿易の枠組みから取り残されてきまし
た｡ 日本は台湾にとって中国に次ぐ第二位, 台湾は日本にとって第五位の
重要な貿易パートナーです｡ 単に中台関係の進展を受け身で待つのでは,
日本の経済的国益を確保できません｡ 日本としては, 今後中国を含む東ア
ジア地域包括的経済連携 (����) や日中韓���と同時に, 台湾との経済
関係強化に, 積極的に取り組む必要があります｡ そもそも���交渉は,
国内調整が非常に難しいのですが, 台湾の場合, 外交関係がないことが大
きなネックとなってきました｡ さらに, 中国が日本に牽制をかけてくる可
能性も否定できません｡ 日本としては, 戦略的な重要性を充分に意識した
上で, ���後の���交渉の相手に, これまで取り残されてきた台湾を,
智恵を働かせながら, 取り込んでいくべきだと思います｡｣ (��� ｢視点



また, 国家的な取り組みだけでなく, 沖縄と台湾との経済交流を一層

加速させることが望ましい｡ 沖縄と台湾は, 歴史的にも地理的にも経済

的・文化的・人的交流が深く, とくに近年その交流は増大している｡ 地

理的に近接した沖縄県八重山地域との交流は歴史的にも深いものがあり

密接に生活圏として結びついていた
(��)

｡ ��年以後, 関係は大きく変化した

ものの��世紀になって交流は関係自治体を中心に進んでいる
(��)

｡ 台湾全体

でみると東部地域の開発は今後の課題であり, 八重山地域を経路として

沖縄全体と経済連携が深まれば, 東部地域開発にも経済面で資する可能

性もあると考えられる｡ また, 民進党政権成立後, 中国の圧力によって

台湾への観光客が大幅に減少するなど, 台湾経済の減速も著しいと言わ

れている｡ こうした交流の増大は台湾経済への支援や, 台湾東部開発の

点でも有益である｡ こうした沖縄と台湾の関係は政府でも認識しており,

沖縄と台湾の経済連携は下記概念図のように ｢企業間連携｣ という形で

積極的に推進しようとされている｡
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図４ 沖縄・台湾の企業連携支援：出典：内閣府沖縄総合事務局 ｢沖縄と台湾と

の産業連携の強化について｣ 2016年５月19日



こうした取り組みは産業連携だけではなく, 航空路やクルーズ船の来

航設備の拡充など, さまざまな交通インフラの整備をはじめ, 積極的に

推進すべきである｡

次に, 沖縄を中心とした災害協力による関係の一層の緊密化である｡

台湾は地震国でもある｡ ����年には死者����人以上を出した���地震

(マグニチュード�.�) があり, ����年２月にも死者���名以上の台湾南

部地震が発生している (マグニチュード�.�)｡ 与那国町と姉妹都市であ

る花蓮も地震が頻繁に起こる地域であり, また沖縄でも台風被害が注目

されるが, 国立研究開発法人・防災科学研究所が作成した地震予測地図

によれば, 沖縄周辺で震度６弱以上の地震が起こる確率は全国平均より

高い (４～�	％
(�	)

)｡ 津波に関しても, ｢明和の大津波｣ (����年) と呼ば

れる歴史的な津波被害が起きており, 決して無縁ではない｡ 地震・津波・

台風といった自然災害に関する協力の増加は, 相互の危機管理体制の連

携強化につながる｡ あからさまな防衛協力などは大陸を刺激するが, 防

災に関する協定は十分な理由がある｡ こうしたことから, 緊急時の相互

連携を強化していくことが望ましい｡ こうした協力は, 下記のようにす

でに模索検討されている｡
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・論点｣ ����年１月��日) と述べている｡ �������������������������
������������� � �����!�

����年２月８日アクセス｡
(��) 八重山地域と台湾の交流については, 松田良孝による以下の一連の仕事
が参考になる｡ 『八重山の台湾人』 (やいま文庫, ����年), 『台湾疎開
｢琉球難民｣ の１年��か月』 (やいま文庫, ����年), 『与那国台湾往来記
｢国境｣ に生きる人々』 (やいま文庫, ��� 年)｡

(��) 台湾と八重山地域, とくに与那国との交流については拙著 『沖縄現代政
治史 ｢自立｣ をめぐる攻防』 (吉田書店, ����年) 第四章参照｡

(�	) 国立研究開発法人・防災科学研究所 ｢地震ハザードステーション｣ の下
記"#$参照｡ ����������������������������
����年２月９日アクセス｡



｢与那国町・花蓮市災害等相互支援協定(案)｣ (抜粋
(��)

)

第一条 (目的)

この協定は, 親善・相互交流・永久友好を誓った����年��月の姉妹都市

盟約締結からほぼ四半世紀の時を重ねた沖縄県与那国町と花蓮縣花蓮市

両都市の善隣と信頼を基盤とし, 地域住民の生命の保全・尊重など ｢共

生｣ の理念に基づく地域間協力を人道的見地から構築・推進することを

目的に, 国境地域に位置する両都市が自然災害発生時等において必要か
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(��) 上妻毅 ｢『国境離島』 断想―沖縄県与那国町 『自立ビジョン』 の現場に
立ち会って―｣ (財団法人都市経済研究所 『都市経済研究 沖縄・政策研
究ノート』 ����年��月) 所収, ����	頁｡ 執筆者の上妻は与那国島の ｢国際
交流特区構想｣の策定に深くかかわり,その経緯の一部を記したのが ｢『国
境離島』 断想―沖縄県与那国町 『自立ビジョン』 の現場に立ち会って―｣
である｡ 現在, 同文書は上妻が代表理事を務める (社) ニュー・パブリッ
クワークスのホームページで閲覧可能である｡ 
����������������������
�����������������
 ��!���!�"��#����������$������%�&����'��!���

!�"�(#����������$������%�&����'"�(��������#�)

���)年２月８日アクセス｡
なお, ｢与那国町・花蓮市災害等相互支援協定(案)｣ の中文は下記のとお
りである｡
第一條 (目的)
此協定為在����年��月之中, 以親善‘互相交流, 永久友好為誓言之姐妹市
盟約締結以來, 經過了近�	年, 以沖繩縣與那國鎮和花蓮縣花蓮市雨都市之
間的友好鄭近與信頼為基盤, 基於此地匡之住民的生命財産之保全, 尊重等
的 ｢共存｣ 之理念, 以及從人道上的観鮎, 構築與推進此地厘之間之互相協
力為目的, 若發生在具有國境地歴位置性的雨都市之自然災害時, 随著確認
實行必要且有效的互相支援之同時, 為了能有效果的實行地厘之間的協力以
及共同努力, 有關於緊急時期的避難對策, 災害復蕾, 急救霊療等的各種問
題等必要之相關事項, 記載於此
協定之中｡
第二條 (災害的範團)
在此協定之中, 所謂的災害如下所示｡ 地震‘海嘱, 台風等大規模之災害｡
海難事故, 大型火災亦或者是特殊型火災, 因船舶, 航空機, 車輌等的交通
工具所引發之大規模之事故以及危瞼物等的外漏事故以前面之所示為標準的
大規模之災害, 事故｡



つ有効な相互支援を実行することを確認するとともに, 緊急時の避難対

策・災害復旧・救急医療等の諸課題について効果的な地域間協力を実施

するために必要な事項を記載することとする｡

第二条 (災害の範囲)

この協定において, 災害とは, 次に掲げるものをいう｡ 地震, 津波, 台

風など大規模な災害, 海難事故, 大火災または特殊火災等, 船舶, 航空

機, 車両等の交通機関による大規模な事故および危険物などの流出事故,

前号に掲げるものに準ずる大規模な災害, 事故｡

第三条 (相互支援の種類)

相互支援の種類は, 次に掲げるものとする｡ 避難地の確保および提供,

緊急時ならびに災害復旧時に必要な支援 (被災者の救出, 救急医療, 施

設の応急復旧等に必要な資機材および物資の提供ならびに復旧活動に必

要な人的支援等), 食料, 飲料水, 生活必需物資ならびにその供給に必

要な資機材の提供, 防災情報の共有, その他特に要請のあった事項｡

第四条 (連絡担当課)

両都市は, 予め災害時等の相互支援に係る連絡担当課を定め相互に連絡

するものとする｡

第五条 (連絡会議)

この協定に基づく相互支援を円滑に行うため, 与那国町ならびに花蓮市
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第三條 (互相支援之種類)
互相支援的種類如下所示｡ 避難場所的確保及提供, 緊急時以及從災害之恢
復時所必要的支援 (受難者的救出, 急救雷療, 設施的緊急復原時所需要的
資源及機械材料及物資之提供, 以及災害復原時所需之人力上的支援等),
食物, 飲水, 生活必需品以及為了供給此類物資時所需之資源機械材料之提
供, 防災情報共有, 其他, 特別是在有其官請求之事項｡
第四條 (樋任聯絡部門)
雨都市,應先決定發生災害時楯任互相聯絡支援的聯絡部門,以利相互聯絡｡
第五條 (聯絡會議)
為了基於此協定並圓滑的寅施互相支援等活動, 由與那國鎮以及花蓮市之雨
都市共同成立聯絡會議｡



の両都市で構成する連絡会議を設置する｡

上記の与那国と花蓮の防災協定はさまざまな政治的な問題もあり, い

まだ締結されていない｡ しかし, 八重山地域全体で, こうした防災協力

を積極的に進めていくべき時期と考えられる｡

おわりに 東アジア不透明化の時代を迎えて

米国の新政権の動向によっては, アジア地域の不安定性が増大する可

能性は前述のとおりである｡ 韓国の政情も不安定化している現在, 日本

と台湾の連携協力強化はこれまでにも増して重要になっている｡ 米国は

リバランシング政策を唱え, アジア重視の方針をとってきた｡ アジア情

勢の安定化は米国にとっても重要であり, 国際秩序を力で変更しようと

する勢力に対し, 米国が地域のプレゼンスを維持することで安定化を図

ろうとしてきたのである｡ 論理的に考えれば, 世界全体で見ても成長セ

ンターであるアジアをアメリカが重視していくのは当然であり, 大統領

が変わっても基本方針には変化はないと考えられる｡ しかしトランプ政

権の行動は現在のところ予測が困難であり, 安全保障政策を見直してい

く可能性が生じていることは否定できない｡ 日本も従来の姿勢, すなわ

ち米国の戦略に追随していくことを改める必要がある｡

日本と台湾の間にもいくつか懸案はある｡ たとえば台湾も尖閣諸島の

領有権を主張しており, 馬英九前総統はハーバード大学の卒業論文で尖

閣諸島の台湾領有権を論じたことは知られている｡ 台湾内部にも熱心な

尖閣 (台湾でも中国と同じ ｢釣魚島｣ という) 領有論者がおり, ときに

日本との間で摩擦の原因になっている
(��)

｡
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(��) 台湾の尖閣諸島領有論者については, 本多善彦 『台湾と尖閣ナショナリ
ズム 中華民族主義の実像』 (岩波書店, ����年) 参照｡



本論ではこの問題には触れなかったが, 尖閣問題について政府レベル

では, 日本と台湾の間では本格的な議論を避けるという暗黙の行動パター

ンがある｡ 実は台湾は, 尖閣領有権自体は ｢放棄｣ していないが, 業業

問題などの海域管理問題に, より関心が高いとみられている｡ 日本とし

てもその点を考慮して締結されたのが ｢日台民間漁業取り決め｣ (����

年) であった
(��)

｡ すなわち, 日本と台湾の間では, ｢領土問題｣ としての

尖閣問題はマネージ可能と考えられる｡

日本の安全保障における台湾の重要性はこれまで述べてきたとおりで

ある｡ これまでは基本的な友好関係の維持を中心に外交を展開してきた｡

しかし, アジア情勢が不透明化する中において, 日台の連携協力強化の

ために, 実行できるものから積極的に推進していくべき時期に来ている

と考えられる｡
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(��) 協定の内容については, 水産庁ホームページ参照｡ �		
���������

��������
����������
�
���������	�������	������������	��

����年２月９日アクセス｡


